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剰余金の配当（復配）に関するお知らせ 

当社は、平成２５年２月１４日開催の取締役会において、以下のとおり、平成２４年１２

月３１日を基準日とする剰余金の配当（復配）を行うことについて決議いたしましたので、

お知らせいたします。 
なお、本件につきましては、平成２５年３月２６日開催予定の第１８８回定時株主総会の決

議をもって正式に決定、実施する予定であります。 
 

 
１． 配当の内容 
 

決定額 
直近の配当予想 

（平成24年2月14日公表）
前期実績 

（平成23年12月期） 
基準日 平成24年12月31日 平成24年12月31日 平成23年12月31日 

1株当たり配当金 2円00銭 未定 0円00銭 
配当金総額 43百万円 - - 
効力発生日 平成25年3月27日 - - 
配当原資 利益剰余金 - - 

 
２． 理由 
当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を最重要課題の一つとして認識しており、財

務体質の向上を図りながら、内部留保の充実にも留意しつつ、安定配当の維持に努めることを

利益配分の基本方針としております。 
当社の配当につきましては、平成１１年１２月期以来、誠に遺憾ながら無配を継続してまい

りましたが、この間、事業構造の転換、収益力の強化、財務体質の改善等に取り組み、安定的・

継続的な配当を実施できる財源の確保に努めてまいりました。 
この結果、平成２４年１２月期の当社の期末配当につきまして、これまで当社グループを取

り巻く環境が未だ不透明な状況にあるとして、配当予想を未定としておりましたが、今後の事

業環境や、企業基盤の強化のための内部留保を総合的に勘案し、１株当たり２円の配当を実施

する方針といたしました。 
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